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 境界の紛争は、すでに起きている場合もあれば、起きてはいない

けれど当事者にはその火種が見えていていつかは起きる、というの

もあります。 

 また、その反面、火種はおろか燃えるものすらないと思われてい

たのに、突如起こる場合もあります。 

 現在は平静であるからといって決して安心しててはいけません。 

 将来の紛争に対する気配り、あるいは将来の紛争の火種をつぶし

ておくという気配りが状況に応じて必要です。 

 現在は、はっきりとしている境界が不明になるとか、隣地がク

レームをつけそうな可能性のある現状変更には、自分が行うもので

も他人が行うものでも、すべて対応しておかなくてはなりません。 

 たとえば、隣地が造成工事を行うなど地形の変化が予想される場

合には写真を残すとか、当の相手方から明確な言質を得ておく等々

状況に応じた対応が必要です。 

境界争いの予防 ③証拠を揃えてく 

 この場合、賃借人の債務不履行責任とその損害賠償の範

囲が問題となります。 

（債務不履行責任） 

 賃借人は、賃貸人との間の賃貸借契約に基づき、賃貸人

に対し、善良なる管理者の注意をもって借りた部屋を保管

する義務があり、契約終了時には部屋を借りた当時の状態

で返還する義務があります。 

 賃借人は、他人の建物を使用収益するものであるため、

契約またはその建物の性質によって定められた用法に従わ

なければなりません。 

 この用法に従う使用に伴う減価償却は賃借人の責任とは

なりませんが、用法に違反して経年劣化の範囲を超える建

物の財産価値を著しく低下させてはいけない義務を負って

います。 

 さて、貸室で賃借人が自殺すれば、その後、その貸室へ

の入居者がいなくなり、その他の入居者も退去することは

容易に予測できます。 

 したがって、賃借人が貸室で自殺することは、かかる賃

借人の義務に違反するものであるといえます。  

では、賃借人に債務不履行責任が認められるとして、ど

の範囲まで損害賠償ができるのでしょうか。 

 債務不履行責任による損害賠償の範囲については、債

務者は債務不履行責任によって通常生ずる損害、および

特別の事情によって生じた損害のうち、債務者がその事

情を予見していた、または予見できたものについて損害

賠償を負うことになります。 

 自殺によって生じる損害の範囲には、いろいろな考え

方があり、自殺によって賃料が15%から30%くらい下

がり、それが3年くらいで通常の賃料に戻ると考え、その

差額の3年分が一応の目安となります。 

 しかし、明確な判例があるわけではなく常識的な範囲

で考えるしかありません。 

 なお、賃借人は自己が賃借した貸室について善管注意

義務を負うものと考えられますから、他の入居者の退去

については損害賠償の対象にはならないと思われます。 

 今回、入居者Aは死亡していることから、損害賠償は

相続人または保証人に請求することになり、損害額につ

いては個々の状況に応じて具体的に検討することになり

ます。 

№102 賃借人Aがアパート内で自殺しました。それ以来、その部屋には入居希望者が現 

   れないだけでなく、他の賃借人の数人が退去しました。 

   この場合、Aの保証人や相続人に損害賠償の請求はできるのでしょうか？ 
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契約書が出来たら、事前に見せて欲しいとお願いすると、快

く承諾してくれほっとしました。 

 それから二日後、買主の奥さんから審査に必要な書類が用

意できたから、来て欲しいと連絡が入りました。 

 

 さっそく御主人の帰宅時間に合わせ自宅に伺うことにしまし

た。 

 「汚い部屋で悪いが上がってちょうだい」 

仕事から帰ったばかりなのか、作業着姿のままで御主人が迎

えてくれました。 

 御主人の言葉とは裏腹に、部屋はきれいに片づけられ掃

除も行き届いています。 

 きっとご夫婦とも綺麗好きなのでしょう。物件見学のとき、奥

の部屋の汚さに驚いたのも無理はありません。 

 事前審査の書類を御主人に渡し、必要事項を記入してもら

うことにしました。住所氏名、勤務先、年収・・・と順調に記入

しますが、他の借入欄でふと手が止まります。 

  「他の借入の有無？借金は無しと書けばいいの？」 

「なにも無ければ無しでけっこうです。あるんですか？」 

  「あるわけないだろ、なぁ母さん」 

気のせいでしょうか、御主人、言葉が上ずっています。 続く 
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シリーズ・わたしの営業体験 №.5 5   チラシは宝の山  その13 

喧嘩の原因はぜんざい？それとも貧乏？ 

 前回は、購入を前提にローンの事前審査を・・・というところ

まででした。 

 その日、購入申込書にサインをしていただき事前審査に必

要な書類は、用意出来次第、御主人から連絡をいただくこと

を約束し、現場を離れました。 

 さっそく、社長（売主から売却依頼を受けた不動産会社） 

に、購入申込みの件を報告すると、「ほんとに決まったの？」

と半信半疑の様子。 

 早く決まるといいな、と云ってたくせに・・・ 

「まだ、ローンの審査がありますから確定ではありません。でも

購入の意思は固いですよ。心配ないと思います」 

 「そうか、で、ローンは通りそう？」 

「自己資金は多いし、勤続年数や年収も基準内ですから問

題ないと思います」 

 「わかった。融資の承認が下りたらすぐに契約できるよう、契

約書と重要事項説明書はこちらで作っておくから後は頼んだ

よ」 

 不動産業者のなかには法律に触れるとわかっていながら自

分に都合の良い契約をする者もいます。 

 この社長がそんなことをするとは思えませんが、念のため、


